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児
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所｣
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。
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｢

に 、

｣
｢ ｢

を に 、

｣ ｣
｢

｢

を に 、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に 、

｣

｢第５条第１項第５号｣ を ｢第５条の４第４項｣ に 、 ｢日本工業規格Ｂ４｣ を ｢日本

工業規格Ａ４｣ に 改 め る 。

第 四 号 様 式 中 ｢第４条｣ を ｢第５条｣ に 改 め る 。

第 五 号 様 式 中 ｢第５条｣ を ｢第６条｣ に 改 め る 。

第 六 号 様 式 中 ｢第５条｣ を ｢第６条｣ に 、 ｢進ちょく状況｣ を ｢進捗状況｣ に 改 め

る 。
第 七 号 様 式 及 び 第 八 号 様 式 中 ｢第７条｣ を ｢第８条｣ に 改 め る 。

第 九 号 様 式 中 ｢第７条､ 第10条｣ を ｢第８条､ 第11条｣ に 改 め る 。

第 十 号 様 式 中 ｢第８条｣ を ｢第９条｣ に 改 め る 。

第 十 一 号 様 式 中 ｢第９条｣ を ｢第10条｣ に 改 め る 。

第 十 二 号 様 式 中 ｢第10条｣ を ｢第11条｣ に 改 め る 。

第 十 三 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で の 規 定 中 ｢第11条｣ を ｢第12条｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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�又は�に係る基�準財政需要額算入額

�又は�に充当で�き る 特 定 財 源

準 元 利 償 還 金�

地方債の元利償還金
�(繰上償還額等を除く｡ )

① ② ③

地 方 税
減 収 補
て ん 債

財 政 対 策 債

そ の 他

２ 条 分
減 収 補
て ん 債

臨 時 財 政 対 策 債

そ の 他

特 例 分

公 営 企 業
金 融 公 庫

特 定 資 金

政

府 簡 保

運

用

部
年 金
(還元融資)

郵 便
貯 金 等

地 方 公 共 団 体
金 融 機 構

政

府 旧簡易生命保険

旧 郵 便 貯 金

財 政 融 資

財 政 力 指 数 (前年度)

健

全

化

判

断

比

率 将 来 負 担 比 率％�

実質公債費比率％�

連結実質赤字比率％�

実 質 赤 字 比 率％�

区 分 前 年 度 早 期 健 全
化 基 準

( 発 行 所 ・ 発 行 人 )

青 森 市 長 島 一 丁 目 一 番 一 号

青 森 県

( 印 刷 所 ・ 販 売 人 )
青 森 市 第 二 問 屋 町 三 丁 目 一 番 七 七 号

東 奥 印 刷 株 式 会 社 定 価 小 口 一 枚 ニ 付 十 五 円 一 銭

毎 週 月 ・ 水 ・ 金 曜 日 発 行

財指
政
力数

赤比
字率

前前前年度

(	欄が赤字の 	前年度の赤字比率 場合のみ記入) �

前前年度 前年度 前前前年度～前年度
３
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